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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成29年6月8日(2017.6.8)

【公開番号】特開2017-75337(P2017-75337A)
【公開日】平成29年4月20日(2017.4.20)
【年通号数】公開・登録公報2017-016
【出願番号】特願2017-18335(P2017-18335)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｇ  75/0227   (2016.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｇ   75/0227   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月30日(2017.3.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記（１）から（４）を満たすポリアリーレンスルフィド。
（１）重量平均分子量が１００００以上である。
（２）重量平均分子量／数平均分子量で表される分散度が２．５以下である。
（３）加熱した際の重量減少が下記式を満たす。
　ΔＷｒ＝（Ｗ１－Ｗ２）／Ｗ１×１００≦０．１８（％）
（ここでΔＷｒは重量減少率（％）であり、常圧の非酸化性雰囲気下で昇温速度２０℃／
分で熱重量分析を行った際に、１００℃到達時の試料重量（Ｗ１）を基準とした３３０℃
到達時の試料重量（Ｗ２）から求められる値である）
（４）窒素含有量が２００ｐｐｍ以下である。
【請求項２】
下記式を満たす請求項１に記載のポリアリーレンスルフィド。
ΔＭＦＲ＝ＭＦＲ１／ＭＦＲ２×１００≦２００（％）
（ここでΔＭＦＲはメルトフローレイト（以下、ＭＦＲ）の変化率であり、常圧の大気下
３１５．５℃で５分加熱後に５ｋｇの加重を印加して行うＭＦＲ（ｇ／１０ｍｉｎ）の測
定で、未酸化品のメルトフローレイト（ＭＦＲ１）と酸化処理品（粒径が２．００～１．
７０ｍｍの粉粒物を大気下２３０℃×６時間処理したもの）のメルトフローレイト（ＭＦ
Ｒ２）から求められる値である。なお、ＭＦＲ測定はＡＳＴＭＤ－１２３８－７０に準じ
、温度３１５．５℃、荷重５ｋｇにて行う。）
【請求項３】
実質的に塩素以外のハロゲンを含まない請求項１または２のいずれかに記載のポリアリー
レンスルフィド。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
［２］下記式（ＩＩ）を満たす前記［１］に記載のポリアリーレンスルフィド。
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ΔＭＦＲ＝ＭＦＲ１／　ＭＦＲ２×１００≦２００（％）・・・（ＩＩ）
（ここでΔＭＦＲはメルトフローレイト（以下、ＭＦＲ）の変化率であり、常圧の大気下
３１５．５℃で５分加熱後に５ｋｇの加重を印加して行うＭＦＲ（ｇ／１０ｍｉｎ）の測
定で、未酸化品のメルトフローレイト（ＭＦＲ１）と酸化処理品（粒径が２．００～１．
７０ｍｍの粉粒物を大気下２３０℃×６時間処理したもの）のメルトフローレイト（ＭＦ
Ｒ２）から求められる値である。なお、ＭＦＲ測定はＡＳＴＭＤ－１２３８－７０に準じ
、温度３１５．５℃、荷重５ｋｇにて行った。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８４】
　本実施例に示すとおり、反応時間を延長し反応を進めることで、実施例４のＰＡＳより
も窒素含有量の少ないＰＡＳを得られることが分かる。
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